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２０２３年５月１７日付け質問書にて照会のあった件について、下記のとおり

回答いたします。 
記 

 
１．本学の１０年特例対象者のうち、２０２２年度末で通算契約期間１０年を迎

えた者は５７人であり、ご質問の人数については、以下のとおりです。 
質問項目 人数 

雇用を継続し無期転換申込権が発生した者又は

無期労働契約に移行した者 ２３人 

退職者  ３４人 
 うち転職した者 ９人 
 うち求職中の者 １５人 
 うち退職後の処遇が不明な者 １０人 

 
２．上記１のとおり把握しております。 
 
３．本学では、特例対象者について、各部局の責任において退職するまでの雇用

財源（退職手当を含む）を確保できる場合に、１０年を超える雇用を可能とし

ております。 
また、「貴法人における無期転換ルールの適切な運用について（依頼）（令和

５年２月７日付文科科第６６４号文部科学省科学技術・学術政策局長等通知）」

等を踏まえ、あらためて検討しましたが、本学の対応としては、労働契約法の

趣旨に照らし、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無

期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行ってはおりませ

ん。 
なお、有期労働契約に関して、契約期間が満了する場合においても、 
①雇止め法理に基づき、期間の定めのない契約と実質的に変わらない状態に

至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から

雇用継続への合理的期待が認められる場合は、雇止めが認められないこと

があること 



②「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、３回以

上契約が更新されている場合や１年を超えて継続勤務している者について

は、契約を更新しない場合、使用者は３０日前までに予告しなければなら

ないこと 
に留意し、労働関係法令に則った対応を行っております。 
 
さらに、従前より、特例対象者として有期労働契約を締結する場合には、労

働契約締結時に労働者に対し相手方が特例対象者となる旨等を書面により明示

し、その制度の概要や無期転換申込手順を説明するなど、適切な対応を行って

おります。 
 
４．本学の特例対象者のうち、２０２３年度末で通算契約期間１０年を迎える者

の人数は２３人です。 
 
５．個別の労働契約に関して、現時点でお答えすることはできませんが、本学と

しては、上記３のとおり、労働関係法令に則った対応を行うとともに、特例対

象者として有期労働契約を締結する場合には、労働契約締結時に労働者に対し

相手方が特例対象者となる旨等を書面により明示し、その制度の概要や無期転

換申込手順を説明するなど、適切な対応を行ってまいります。 
 


